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梅雨前線に伴う大雨による被害に対する 

全国知事会の対応（第４報） 

令和３年７月19日13時00分現在 

全国知事会緊急広域災害対策本部 

※ 下線部は前回からの変更箇所 

 

１ 気象警報等発表状況（７月19日 13時 00分 気象庁発表） 

なし 

   

２ 被害の状況 

 (1) 熱海伊豆山地区の土石流（７月18日 17時 30分 静岡県発表） 

  ・人的被害 

   現在の安否不明者12名 

   死者:18名 

   救助者:28名うち、中等症３名 

   避難者：指定避難所以外473名 

       （ニューフジヤホテル（伊東園）473名） 

 

  ・物的被害 

   被害棟数：131棟（128世帯、216名） 

 

 (2) その他（７月19日７時30分 消防庁発表） 

  【神奈川県】 

   ７月３日 

・逗子市内の自動車専用道路で土砂崩れが発生し、車両が巻き込まれて負傷者１人発生

（軽症）→逗子市消防本部により救出済み。その他、被害なし 

  【滋賀県】 

   ・７月３日15時 15分頃、大津市で土砂崩れが発生。人的被害、住家被害なし  

  【鳥取県】 

   ７月７日 

   ・鳥取市で冠水により62人の孤立が発生。→解消済み。 

   ７月８日 

   ・倉吉市の事業所の裏山で土砂崩れが発生（２人軽症、１人土砂の中にいる模様）、消防

隊・消防団で救助活動。→鳥取中部ふるさと広域連合消防局により救出済み。（軽症） 

   ・鳥取市で土砂による道路寸断により６人の孤立が発生。→解消済み。 

   ・倉吉市で土砂による道路寸断により24人の孤立が発生。→解消済み。 

   ・倉吉市で河川洗掘による道路寸断により１人の孤立発生。→解消済み。 

７月９日 

   ・三朝町で土砂による道路寸断により１人の孤立発生。→解消済み。 
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  【島根県】 

   ７月12日 

   ・出雲市佐田町で土砂崩れにより３人の孤立発生。 →島根県消防防災ヘリコプターによ

り３人救出済み。 

・雲南市吉田町で土砂による道路寸断により２棟の孤立発生。人的被害なし →島根県消

防防災ヘリコプターにより３人救出済み。 

・雲南市三刀屋町で道路冠水により20棟の孤立発生。人的被害なし。 

【広島県】 

７月８日 

・東広島市で浸水により29人の孤立が発生。→東広島市消防局により救出済み。人的被

害なし。 

・竹原市で土砂による道路寸断により50人の孤立が発生。→救助要請なし。ライフライ

ン使用可。復旧作業中。→徒歩により通行可能。人的被害なし。 

７月12日 

・三次市で土砂崩れによる道路寸断により７人の孤立が発生。→備北地区消防組合消防

本部により救出済み。 

【高知県】 

 ７月18日 

 ・宿毛市で土砂崩れにより住家１棟が全壊。人的被害なし。 

【宮崎県】 

７月10日 

・えびの市で道路冠水により救助要請。→西諸広域行政事務組合消防本部により１人救

出済み。 

【鹿児島県】 

７月10日 

・伊佐市で浸水により救助要請（119番通報10件→伊佐湧水消防組合消防本部により10

人救出済み。人的被害なし。 

・さつま町で道路崩落により34人の孤立が発生。→解消済み。 

 

 (3) 人的・住家被害（７月19日７時30分 消防庁発表） 

  【人的被害】５県・６市（静岡県熱海市は調査中） 

   死者18人 行方不明者13人 

   負傷者10人（重傷１人・軽傷９人） 

 

  【住家被害】23都府県・62市24町２村（静岡県熱海市は調査中） 

   全壊７棟 半壊10棟 一部損壊180棟 

   床上浸水377棟 床下浸水1,758棟 
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３ 避難指示等の状況（７月19日７時30分 消防庁発表） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 7月19日 13時00分現在 避難指示はすべて解除。 

 

４ 災害対策本部等設置都道府県（７月７日13時 30分消防庁発表） 

 (1) 災害対策本部 

  【静岡県】７月３日12時00分 設置  

【廃 止】岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、島根県、広島県、熊本県、鹿児島県 

 

 (2) その他警戒体制等 

 省略 

 

５ 災害救助法・被災者生活再建支援法適用状況 

 (1) 災害救助法（７月12日 内閣府（防災担当）発表） 

  ７月３日（土） 静岡県熱海市 

    ７日（水） 鳥取県鳥取市 島根県松江市、出雲市 

    10日（土） 鹿児島県出水市、薩摩川内市、伊佐市、薩摩郡さつま町、姶良郡湧水町 

    12日（月） 島根県安来市、雲南市 

 

 (2) 被災者生活再建支援法（７月９日 内閣府（防災担当）発表） 

  ７月９日（金） 静岡県熱海市 

 

６ 全国知事会の対応状況等 

  ６月25日（金） 

   15時 00分 台風第５号の日本列島への接近を受け、「情報連絡室」を調査第二部内に設

置し情報収集 

  ６月29日（火） 

   13時 00分 沖縄県に「顕著な大雨に関する情報」が発表されたことから、「災害対策都

道府県連絡本部」を設置 
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  ７月３日（土） 

   15時 00分  静岡県、神奈川県をはじめ大規模・広域災害が発生していることから、「緊

急広域災害対策本部」を設置 

  ７月４日（日） 

   14 時 30 分 「梅雨前線に伴う大雨の被害に関する緊急広域災害対策本部会議」を開催

（川勝静岡県知事、黒岩神奈川県知事より県内被害状況等の報告） 

  ７月６日（火） 

   ６時00分 神奈川県（危機管理・防災特別委員長県）職員３名全国知事会事務局職員１

名をリエゾン（情報連絡員）として静岡県庁に派遣 

    ７月７日（水） 

   ９時00分 神奈川県（危機管理・防災特別委員長県）職員２名全国知事会事務局職員１

名をリエゾン（情報連絡員）として静岡県庁に派遣 

   15時 00分  現段階で、静岡県から広域的な応援要請はないことから、同日をもって静

岡県庁への派遣を終了。引き続き静岡県と連携し、情報収集等を継続する。 

   

  ７月19日 13時現在 全国知事会に対する広域応援要請なし 

 

 【参考】 

  ７月14日（水） 中国地方知事会の村岡山口県知事、平井鳥取県知事が、棚橋内閣府特命

担当大臣（防災、海洋政策）に対し、令和３年７月豪雨災害に係る激甚

災害指定等に関する要望活動を実施。 

 

７ 今後の対応 

  全国知事会は、緊急広域災害対策本部において、関係都道府県及び総務省、消防庁、内閣

府防災等の関係機関を通じて情報収集にあたります。 

  被災地からの応援要請がある場合には、速やかに対処いたします。 

 

 

以上 

問合せ先 

 全国知事会緊急広域災害対策本部事務局 

 電 話 ０３－５２１２－９１３１ 


